こども誰でも通園制度について













○制度の概要
　こども誰でも通園制度は、こども園等に入園していないお子さんを対象に、保護者の就労要件を問わずに一定時間まで利用可能枠の中で通園できる制度です。
 東通村では令和8年4月1日から実施します。
○対象者
　以下の全てに該当するこどもが対象となります。
1. 0歳6か月から2歳児（3歳の誕生日の前々日まで）
2. 保育所、認定こども園、幼稚園等に在籍していないこと
○利用可能時間
　こども一人につき月10時間まで
○利用料金
　こども一人につき1時間300円
　※世帯の収入状況によって、利用料の減免があります。
○実施施設
　施設名：こども園ひがしどおり
　住　所：東通村大字砂子又字沢内9-35
　連絡先：0175-31-0201
　実施時間：0歳児および1歳児　　午前9時から午前10時30分
　　　　　　2歳児　　　　　　　　午前9時から午前11時
○利用までの流れ
　（1）利用申請⇒教育委員会に申請してください。
　（2）利用認定通知証が自宅に送付されましたら、実施施設へ事前面談の予約をして下さい。
　（3）事前面談後、利用予約をしてください。
　（4）利用開始　(利用日当日に料金は実施施設へお支払い下さい。)
○注意事項
・施設の受け入れ体制等の事情によっては、ご希望通りに利用ができない場合があります。
・重篤な疾病などにより利用できないことがあります。
[bookmark: _GoBack]○お問い合わせ先
　教育委員会教育総務課　☎0175-33-2341
様式第１号（第８条関係）
東通村村乳児等通園支援事業利用認定申請書兼保護者負担額減免申請書
　　　　年　　月　　日
東通村長　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者氏名

東通村乳児等通園支援事業の利用認定について、以下記載の事項に同意のうえ、申請します。
１　認定申請
	利用児童
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	性別
	男　　・　　女

	
	氏　名
	
	
	

	
	
	
	生年月日
	年　　月　　日生（　　歳）

	利用保護者
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	
	生年月日
	年　　月　　日生（　　歳）

	
	氏　名
	
	
	

	
	
	
	電話番号
	自宅等
	
	優先順位
	

	
	現住所
	〒　　　－

	
	父携帯
	
	
	

	
	
	
	
	母携帯
	
	
	

	
	　　　年
１月１日
現在の住所
	父
	□現住所と同じ
[bookmark: _Hlk170733686]〒　　　－

	母
	□現住所と同じ
〒　　　－


	利用開始希望日
	年　　　　月　　　　日
	
	


２　保護者負担額の減額又は免除について
	保護者負担額の減額又は免除の申請を希望する場合は、□欄にチェック（✓）を記入してください。

	減免要件
	□生活保護世帯
□市町村民税非課税世帯
□市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯
□要支援児童及び要保護児童のいる世帯で保護者負担額を軽減することが適当である世帯に該当する


３　申請にあたって同意していただく事項
	１．東通村乳児等通園支援事業の利用にあたり、申請者の世帯の税務情報及び世帯情報、通園先が有する学齢簿及び台帳等を、本村が閲覧及び調査すること。
２．申請内容や同意により得た情報について、利用認定の審査、保護者負担額の決定及びその他の附帯業務のために本村が利用すること。	
３．申請内容や同意により得た情報について、当事業の円滑な実施のために必要な範囲で本村と利用する施設との間で共有すること。
４．「東通村乳児等通園支援事業実施要綱」に規定する内容を遵守すること。


※１　１月１日現在の住所が東通村外だった方は、村で市民税所得割額の確認ができませんので、当該年度分について、市区町村民税所得割が分かるもの（住民税の特別徴収税額通知書の写し、納税通知書の写し又は課税証明書の写し）を提出してください。
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